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輸
出
貿
易
管
理
令
別
表
第
一
及
び
外
国
為
替
令
別
表
の
規
定
に
基
づ
き
貨
物
又
は
技
術
を
定
め
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案

新
旧
対
照
条
文

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

○
輸
出
貿
易
管
理
令
別
表
第
一
及
び
外
国
為
替
令
別
表
の
規
定
に
基
づ
き
貨
物
又
は
技
術
を
定
め
る
省
令
（
平
成
三
年
通
商
産
業
省
令
第
四
十
九
号
）

改

正

案

現

行

第
十
四
条

（
略
）

第
十
四
条

（
略
）

第
十
四
条
の
二

輸
出
令
別
表
第
一
の
一
六
の
項
（
一
）
の
経
済
産
業
省
令
で

（
新
設
）

定
め
る
仕
様
の
も
の
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

一

ニ
ッ
ケ
ル
合
金
又
は
チ
タ
ン
合
金
で
あ
っ
て
、
次
の
イ
及
び
ロ
に
該
当

す
る
も
の

イ

三
〇
〇
度
を
超
え
る
温
度
で
使
用
す
る
た
め
に
特
に
設
計
し
た
も
の

ロ

塊
、
棒
、
形
材
、
線
、
板
又
は
管
の
い
ず
れ
か
の
形
状
の
も
の

二

作
動
油
と
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
液
体
で
あ
っ
て
、
り
ん
酸
と

ク
レ
ゾ
ー
ル
と
の
エ
ス
テ
ル
、
り
ん
酸
ト
リ
ス
（
ジ
メ
チ
ル
フ
ェ
ニ
ル
）

又
は
り
ん
酸
ト
リ

ノ
ル
マ
ル

ブ
チ
ル
を
含
む
も
の

－
－

三

繊
維
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

イ

有
機
繊
維
（
天
然
繊
維
及
び
ポ
リ
エ
チ
レ
ン
繊
維
を
除
く
。
）

ロ

炭
素
繊
維

ハ

無
機
繊
維

四

転
が
り
軸
受
で
あ
っ
て
、
三
〇
〇
度
を
超
え
る
温
度
で
使
用
す
る
た
め

に
特
に
設
計
し
た
も
の
又
は
そ
の
部
分
品

五

工
作
機
械
そ
の
他
の
装
置
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も

の
又
は
そ
の
部
分
品

イ

工
作
機
械
（
金
属
、
セ
ラ
ミ
ッ
ク
ス
又
は
複
合
材
料
を
加
工
す
る
こ

と
が
で
き
る
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
、
電
子
制
御
装
置
を
取
り
付

け
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
の
う
ち
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

（
一
）

国
際
規
格
Ｉ
Ｓ
Ｏ
二
三
〇
／
二
（
一
九
八
八
）
で
定
め
る
測

定
方
法
に
よ
り
直
線
軸
の
全
長
に
つ
い
て
測
定
し
た
と
き
の
位
置
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決
め
精
度
が
〇
．
〇
一
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の

（
二
）

輪
郭
制
御
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
回
転
軸
を
有
す
る
も
の

ロ

鏡
面
仕
上
げ
を
行
う
た
め
に
特
に
設
計
し
た
も
の
（
数
値
制
御
を
行

う
こ
と
が
で
き
る
も
の
を
除
く
。
）

ハ

測
定
装
置
（
工
作
機
械
で
あ
っ
て
、
測
定
装
置
と
し
て
使
用
す
る
こ

と
が
で
き
る
も
の
を
含
む
。
）
で
あ
っ
て
、
測
定
軸
の
数
が
三
以
上
の

も
の

六

二
次
セ
ル
で
あ
っ
て
、
正
極
と
負
極
の
間
を
リ
チ
ウ
ム
イ
オ
ン
を
移
動

さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
充
電
及
び
放
電
が
で
き
る
よ
う
に
特
に
設
計
し
た
も

の
七

デ
ジ
タ
ル
方
式
の
波
形
記
憶
装
置

八

電
子
部
品
実
装
ロ
ボ
ッ
ト

九

デ
ジ
タ
ル
電
子
計
算
機
で
あ
っ
て
、
加
重
最
高
性
能
が
〇
．
五
実
効
テ

ラ
演
算
を
超
え
る
も
の
又
は
そ
の
部
分
品

十

伝
送
通
信
装
置
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
又
は
そ

の
部
分
品

イ

無
線
送
信
機

ロ

無
線
受
信
機

十
一

フ
ェ
ー
ズ
ド
ア
レ
ー
ア
ン
テ
ナ

十
二

通
信
妨
害
装
置
で
あ
っ
て
、
無
線
通
信
シ
ス
テ
ム
に
干
渉
し
若
し
く

は
阻
害
し
、
途
絶
さ
せ
、
減
退
さ
せ
、
若
し
く
は
誘
引
す
る
よ
う
に
設
計

し
た
も
の
又
は
そ
の
部
分
品

十
三

電
波
そ
の
他
の
電
磁
波
を
発
信
す
る
こ
と
な
く
、
電
波
そ
の
他
の
電

磁
波
の
干
渉
を
観
測
す
る
こ
と
に
よ
り
位
置
を
探
知
す
る
こ
と
が
で
き
る

装
置

十
四

光
検
出
器
若
し
く
は
そ
の
冷
却
器
若
し
く
は
部
分
品
又
は
光
検
出
器

を
用
い
た
装
置

十
五

セ
ン
サ
ー
用
の
光
フ
ァ
イ
バ
ー

十
六

レ
ー
ザ
ー
発
振
器
又
は
そ
の
部
分
品
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十
七

磁
力
計
、
水
中
電
場
セ
ン
サ
ー
若
し
く
は
磁
場
勾
配
計
又
は
こ
れ
ら

こ
う

の
部
分
品

十
八

重
力
計

十
九

レ
ー
ダ
ー
又
は
そ
の
部
分
品

二
十

加
速
度
計
又
は
そ
の
部
分
品

二
十
一

ジ
ャ
イ
ロ
ス
コ
ー
プ
又
は
そ
の
部
分
品

二
十
二

慣
性
航
法
装
置
そ
の
他
の
慣
性
力
を
利
用
す
る
装
置
又
は
こ
れ
ら

の
部
分
品

二
十
三

ジ
ャ
イ
ロ
天
測
航
法
装
置
、
天
体
若
し
く
は
人
工
衛
星
の
自
動
追

跡
に
よ
り
位
置
若
し
く
は
針
路
を
測
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
装
置
、
衛
星

航
法
シ
ス
テ
ム
か
ら
の
電
波
受
信
装
置
若
し
く
は
そ
の
部
分
品
又
は
航
空

機
用
の
高
度
計

二
十
四

水
中
用
の
カ
メ
ラ
又
は
そ
の
附
属
装
置
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
も
の

イ

水
中
用
の
テ
レ
ビ
カ
メ
ラ

ロ

水
上
船
若
し
く
は
潜
水
艇
に
搭
載
し
て
遠
隔
操
作
す
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
設
計
し
た
水
中
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
装
置

ハ

水
中
で
用
い
る
た
め
に
特
に
設
計
若
し
く
は
改
造
さ
れ
た
カ
メ
ラ
又

は
照
明
装
置

二
十
五

大
気
か
ら
遮
断
さ
れ
た
状
態
で
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
動
力
装

置
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

イ

ブ
レ
イ
ト
ン
サ
イ
ク
ル
エ
ン
ジ
ン

ロ

デ
ィ
ー
ゼ
ル
エ
ン
ジ
ン

ハ

燃
料
電
池

ニ

ス
タ
ー
リ
ン
グ
サ
イ
ク
ル
エ
ン
ジ
ン

二
十
六

開
放
回
路
式
の
自
給
式
潜
水
用
具
又
は
そ
の
部
分
品

二
十
七

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
エ
ン
ジ
ン
又
は
そ
の
部
分
品

二
十
八

ロ
ケ
ッ
ト
推
進
装
置
（
火
薬
類
取
締
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五

年
通
商
産
業
省
令
第
八
十
八
号
）
第
一
条
の
五
第
一
号
に
規
定
さ
れ
て
い
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る
が
ん
具
用
煙
火
を
用
い
た
も
の
を
除
く
。
）
又
は
そ
の
部
分
品

二
十
九

前
二
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
も
の
の
製
造
用
の
装
置
で
あ
っ
て

、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
又
は
そ
の
部
分
品

イ

真
空
誘
導
炉
又
は
不
活
性
ガ
ス
を
用
い
る
誘
導
炉

ロ

電
子
ビ
ー
ム
を
用
い
る
溶
接
装
置

三
十

航
空
機
又
は
そ
の
部
分
品

三
十
一

ロ
ケ
ッ
ト
若
し
く
は
航
空
機
の
開
発
若
し
く
は
試
験
に
用
い
る
こ

と
が
で
き
る
振
動
試
験
装
置
、
風
洞
、
環
境
試
験
装
置
又
は
こ
れ
ら
の
部

分
品

三
十
二

フ
ラ
ッ
シ
ュ
放
電
型
の
エ
ッ
ク
ス
線
装
置
（
医
療
用
の
も
の
を
除

く
。
）

第
二
十
八
条

外
為
令
別
表
の
一
六
の
項
（
一
）
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る

第
二
十
八
条

外
為
令
別
表
の
一
六
の
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
技
術
は

技
術
は
、
第
十
四
条
の
二
に
規
定
す
る
貨
物
の
設
計
、
製
造
又
は
使
用
に
専

、
関
税
定
率
法
（
明
治
四
十
三
年
法
律
第
五
十
四
号
）
別
表
第
二
五
類
か
ら

ら
係
る
技
術
と
す
る
。

第
四
〇
類
ま
で
、
第
五
四
類
か
ら
第
五
九
類
ま
で
、
第
六
三
類
、
第
六
八
類

２

外
為
令
別
表
の
一
六
の
項
（
二
）
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
技
術
は
、

か
ら
第
九
三
類
ま
で
又
は
第
九
五
類
に
該
当
す
る
貨
物
の
設
計
、
製
造
又
は

関
税
定
率
法
（
明
治
四
十
三
年
法
律
第
五
十
四
号
）
別
表
第
二
五
類
か
ら
第

使
用
に
専
ら
係
る
技
術
と
す
る
。

四
〇
類
ま
で
、
第
五
四
類
か
ら
第
五
九
類
ま
で
、
第
六
三
類
、
第
六
八
類
か

ら
第
九
三
類
ま
で
又
は
第
九
五
類
に
該
当
す
る
貨
物
の
設
計
、
製
造
又
は
使

用
に
専
ら
係
る
技
術
と
す
る
。
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